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重要事項説明書（居宅介護支援） 

 

 あなたが利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結す

る前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わ

かりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

 

１、居宅介護支援を提供する事業者について 

事業者名称 ＡＬＳＯＫライフサポート株式会社 

代表者氏名 代表取締役社長    稲村 泰伸 

本社所在地 

（連絡先） 

大阪府枚方市楠葉花園町１４番１０号 

      (本社)  電話  ０７２－８６８－０３２１ 

 

２、ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について 

  （１）事業所の所在地等 

事業所名称 ＡＬＳＯＫライフサポート宇治ケア 

介護保険 

指定事業者番号 

宇治市指定      

       ２６７１２００３９８ 

事業所所在地 京都府宇治市莵道田中２０番地１ 

連絡先 

担当者名 

連絡先電話  ０７７４－２５－５７０１ 

ﾌｧｯｸｽ番号   ０７７４－２４－７７７５ 

            介護支援専門員     

事業所の通常の 

事業実施地域 
宇治市・城陽市・京都市伏見区 

 

  （２）事業の目的および運営方針 

事業の目的 

  介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、ま

た要介護者の心身の状況や置かれている環境等に応じ

て、本人やその家族の意向をもとに、居宅サービス又は

施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種

類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供

が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施

設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的

とします。 

運 営 方 針 

  この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等

となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるように配慮したものとします。 

 

（３）第三者による評価の実施状況 

第三者評価受診の有無 有  ・  無 
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（４）事業所窓口の営業日及び営業時間 

 営 業  日 
下記の休業日を除く毎日 

  （休業日  日曜日、国民の祝祭日、 
       および１２月３１日～１月３日） 

 営 業 時 間   午前９時～午後６時 

※上記の営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連絡が可能な体
制とします。 
 

  （５）事業所の職員体制 

事業所の管理者 黒木 智子 

 

職      種 職  務  内  容 人 員 数 

介護支援専門員 介護サービス計画の作成と運用等 ３名以上 

事 務 職 員 
  居宅介護支援事業所の運営に必要な 

  事務処理等 
１名 

 

  （６）介護支援専門員の勤務体制 

介護支援専門員の勤務体制 

２－（４）営業日、営業時間に準じる 

 

３、居宅介護支援の内容、利用料等について 

居宅介護支援の 

内    容 

 

提供方法 

 

 

介護保険

適用有無 

 

１ヶ月あたりの料金 

１ヶ月あたり

の利用料（介

護保険適用の

場合は利用者

負担） 

 ①居宅サービス計画

の作成 

別紙に掲

げる「居

宅介護支

援業務の

実施方法

等につい

て」を参

照して下

さい。 

左の①～

⑦の内容

は、居宅

介護支援

の一連業

務として

介護保険

の対象と

なるもの 

です。 

（ⅰ）介護支援専門員一人

あたりの取り扱い件数が 40

未満の場合 

要介護 1･2 

11,316円 

要介護 3.4.5 

14,702円 

（ⅱ）介護支援専門員一人

あたりの取り扱い件数が 45

以上の場合において 45以

上 60未満の場合。 

要介護 1･2 

5,668円 

要介護 3.4.5 

7,335円 

（ⅲ）介護支援専門員一人

あたりの取り扱い件数が 45

以上の場合において 60以

上の部分。 

要介護 1･2 

3,396円 

要介護 3.4.5 

 

 

※ 

介護保険適

用となる場

合には、利

用料を支払

う必要があ

りません。 

（全額介護

保険により

負担されま

す。） 

 

 

 

②居宅サービス事業

者との連絡、調整 

③サービス実施状況

の把握、評価 

④利用者状況の把握  

⑤給付管理 

⑥要介護(支援)認定

申請に対する協力、

援助 
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⑦相談業務 4,397円 

初回加算 

3,126円 

特定事業所加算（Ⅰ） 

5,407円 

特定事業所加算（Ⅱ） 

4,386円 

特定事業所加算（Ⅲ） 

3,365円 

特定事業所加算（A） 

 1,187円 

特定事業所医療介護 

連携加算 

1,302円 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

2,605円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

2,084円 

退院・退所加算 

（1回） 

カンファレンスあり 

6,252円 

（1回） 

   〃   なし 

4,689円 

（2回） 

カンファレンスあり 

7,815円 

（2回） 

   〃   なし 

6,252円 

（3回） 

カンファレンスあり 

9,378円 

通院時情報連携加算 

521円 

ターミナルケア 

マネジメント加算 

4,168円 

緊急時等居宅カンファレ

ンス加算 

2,084円 

業務継続未実施減算 

所定単位数の 100分の 1

に相当単位数を減算 

 

高齢者虐待防止措置 

未実施減算 

所定単位数の 100分の 

1に相当単位数を減算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

介護保険適

用となる場

合には、利

用料を支払

う必要があ

りません。 

（全額介護

保険により

負担されま

す。） 

※１ヶ月あたりの料金は、介護保険の改正により変更される場合があります。 

 

４、その他の費用について 

 交 通 費 

利用者の居宅が、通常の事業実施地域以外の場合、通常の事業実施地

域を越えた部分について、交通費の実費を請求いたします。 

なお、自動車を使用した場合の交通費は次のとおりです。 

・通常の事業実施地域を越えた地点から、 

(1) 片道 20キロメートル未満の場合     550円（本体価格 500円） 

(2) 片道 20キロメートル以上の場合   1,100円（本体価格 1,000円） 
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個人情報開示

手数料等 

 

個人情報開示手数料 1件あたり 5,500円（本体価格 5,000円） 

 

 

５、利用者の居宅等への訪問について 

 介護支援専門員は、毎月利用者の居宅に訪問する等の方法により、利用者の

状況把握に努めるものとします。またそれ以外にも、利用者からの依頼や居宅

介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合に

は、介護支援専門員は利用者の居宅等を訪問することがあります。 

 

６、事業者の責務について 

 居宅介護支援の提供内容の記録 

（１）事業者は、居宅介護支援業務の提供内容に関する記録を行うととも 

に、その完結の日から最低２年間は保存するものとする。 

（２）利用者は、事業者に対して、保管されるこの記録の閲覧及び複写物の   

交付を請求することができます。 

 

７、利用料、その他の費用の請求および支払い方法について 

 

  利用料、その他の費用 

   の請求 

 

ア  利用料、その他の費用は、利用者負担のある支 

 援業務提供ごとに計算し、利用のあった月の合計 

金額により請求いたします。 

イ  請求書は、利用明細を添えて、利用のあった月 

 の翌月１５日までに利用者あてにお届けします。 

ただし、請求額のない月はお届けしません。 

 

  利用料、その他の費用 

   の支払い 

ア  利用者負担のある支援業務提供の都度お渡しす 

 る利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の２７ 

日までに、下記のいずれかの方法により、お支払 

いください。 

（ア）利用者指定口座からの自動振替 

（イ）事業者指定口座への振り込み 

（ウ）現金支払い 

イ  お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡 

 ししますので、必ず保管をお願いします。 

領収書等の 

再発行手数料 １か月分あたり    550円（本体価格 500円） 

 

※利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から２ヶ月以上遅延 

し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、契約を 

解約した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。 

 

８、衛生管理等について 

（１）介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事 

業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとします。 
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（２）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ 

る措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討す 

る委員会を概ね６月に１回以上開催するとともに、その結果につい 

て、従業者に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備し 

ています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練 

を定期的に実施します。 

 

９、業務継続計画の策定等について 

(１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する居宅介護支援の提 

供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための 

計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を 

講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及 

び訓練を定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変 

更を行います。 

 

１０、虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる 

とおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者  黒木 智子 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に 

ついて従業者に周知徹底を図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等） 

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これ 

を市町村に通報します。 

 

１１、身体拘束について 

（１）利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを 

得ない場合を除き、身体的拘束等を行いません。やむを得ず行う場合は、 

その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得 

ない理由を記録します。 

（２）身体拘束等の適正化に関する基本方針を定めて委員会を設置し、従業者 

に対して研修を実施する等、身体拘束防止に取り組んでいます。 
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１２、緊急時等における対応方法について 

（１）介護支援専門員等は、指定居宅介護支援の提供を行っているときに利用 

者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医へ連絡  

する等の措置を講じるとともに、管理者に報告します。また、主治医への 

連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとします。 

万が一、入院する必要が生じた場合には担当の介護支援専門員の氏名及 

び連絡先を入院先にお伝えください。 

（２）指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、利用者の家族 

等、利用者の所在する市町村、京都府に連絡するとともに、必要な措置 

を講じるものとします。 

 

１３、事故発生時の対応と賠償責任 

（１）事業者は、居宅介護支援業務の提供にともなって、万一事故が発生し 

た場合には、速やかに市町村、京都府、利用者の家族等に連絡を行い、 

必要な措置を講ずるとともに、事業者の責めに帰すべき事由によって 

利用者に損害を発生させた場合は、その責任の範囲において、利用者 

に対して、損害を賠償します。ただし、利用者に故意または過失が認 

められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。 

損害賠償責任保険への加入 

保 険 会 社 損害保険ジャパン株式会社 

保 険 内 容 介護賠償責任保険・看護職包括賠償責任保険 

  ※但し、損害賠償保険の支払いは、事業者に故意又は過失が存在する場合に

限られます。また、損害賠償保険金が支払われる場合であっても、利用者

に過失が認められる場合には、賠償金額が減額されることになります。 

 

（２）事業者は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負い

ません。とりわけ次の場合には、事業者は利用者に対する損害賠償責任を

免れます。 

ア 利用者が、契約締結時に、その心身の状況および病歴等の重要事項に 

ついて故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことが損害発生 

の原因となった場合。 

イ 利用者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取、確認 

に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことが損害 

発生の原因となった場合。 

ウ 利用者の急激な体調の変化等、実施されたサービスによらない事由が 

損害発生の原因となった場合。 

  エ 利用者がサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為が損害発生 

の原因となった場合。 

  オ 利用者に生じた損害が、専ら利用者が単独で行った行為に基づく場合。 
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１４、秘密の保持と個人情報の保護について 

 

利用者に関する秘密 

の保持について 

 事業者および事業者の使用する者は、サービス提

供をする上で知り得た利用者に関する秘密を正当な

理由なく、第三者に漏らしません。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も

継続します。 

 

  個人情報の保護につ 

  いて 

 

 

 

 

 

事業者は、利用者及びその家族の個人情報につい

て「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 57 号）」及び「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵

守し適切な取り扱いに努めるものとします。 

事業者は、利用者及びその家族から予め、この文

書の末尾に記載の同意を得ない限り、サービス担当

者会議等において、利用者及びその家族に関する個

人情報を用いません。 

  事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報

が含まれる記録物については、善良な管理者の注意

をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩

を防止するものとします。 

 

１５、ハラスメントについて 

利用者またはその親族などが、施設や施設職員または他の利用者に対して、

この契約を継続し難いほどの背信行為（介護現場におけるハラスメント対応マ

ニュアルに定義する、身体的暴力（たたく等）及び精神的暴力（大声を発す

る、怒鳴る等）並びにセクシュアルハラスメント（必要もなく手や腕をさわ

る、性的なことを連想させる発言等のハラスメント行為を含む）を行い、その

状態が改善されない場合。サービスの中断や契約を解除する場合があります。 

 

１６、身分証携行義務について 

事業所の介護支援専門員は、常に身分証を携行し、いつでもこれを提示しま

す。 

 

１７、介護支援業務に関する相談、苦情等について 

利用者からの相談、苦情等があった場合、事業者は、訪問等により事情を確

認し事実関係の特定を慎重に行うとともに、相談・苦情等担当者は、管理者と

ともに、その対応について検討を行い、必要に応じて関係者への連絡、調整を

行います。また利用者へは、対応方法を含めた結果報告を速やかに行うものと

します。 
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 【事業者の窓口】 

ＡＬＳＯＫライフサポート 

宇治ケア 

相談・苦情 

虐待・ハラスメント 

担当者：黒木 智子 

所在地      〒６１１－００１３ 

      宇治市莵道田中２０番地１ 

電話番号    ０７７４－２５－５７０１ 

ﾌｧｯｸｽ番号   ０７７４－２４－７７７５ 

受付時間  ９時～１８時（日・祝日を除く） 

      ※上記時間外は電話による連絡 

 【市町村の窓口】 

宇治市役所健康長寿部 

介護保険課 

所在地   〒６１１－８５０１ 

      宇治市宇治琵琶３３番地 

電話番号  ０７７４－２０－８７３１ 

ﾌｧｯｸｽ番号  ０７７４－２１－０４０６ 

受付時間  ８時３０分～１７時００分 

      （土・日・祝日を除く） 

【市町村の窓口】 

城陽市役所 福祉保健部 

高齢介護課 

介護保険係 

所在地   〒６１０－０１９５ 

      京都府城陽市寺田東ノ口１６番地 

電話番号  ０７７４－５６－４０４３ 

ﾌｧｯｸｽ番号  ０７７４－５６－３９９９ 

受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

      （土・日・祝日を除く） 

【市町村の窓口】 

京都市伏見区役所 

保健福祉センター 

健康福祉部 

健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

所在地   〒６１２－８５１１ 

京都市伏見区鷹匠町３９番地２ 

電話番号  ０７５－６１１－２２７８ 

ﾌｧｯｸｽ番号  ０７５－６１１－１１４０ 

受付時間  ８時３０分～１７時００分 

      （土・日・祝日を除く） 

【公的団体の窓口】 

京都府国民健康保険 

団体連合会 

介護保険課介護管理係 

相談担当 

所在地   〒６００－８４１１ 

      京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋

町６２０番地 COCON烏丸内 

電話番号  ０７５－３５４－９０９０ 

ﾌｧｯｸｽ番号  ０７５－３５４－９０５５ 

受付時間  ９時００分～１２時００分 

      １３時００分～１７時００分 

（土・日・祝日を除く） 

【市町村の窓口】 

 

所在地    
 

 

電話番号   

ﾌｧｯｸｽ番号  

受付時間   
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１８、重要事項説明の年月日 

 

  この重要事項説明書の説明年月日        年   月   日 

  上記内容について、「宇治市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関

する基準を条例（平成 30年宇治市条例第 31号）」に基づき、利用者に説明を

行いました。 

  事 

 

  業 

 

  者 

所  在  地 大阪府枚方市楠葉花園町１４番１０号 

法  人  名 ＡＬＳＯＫライフサポート株式会社 

代表者名 代表取締役社長    稲村 泰伸           印   

事業所名 ＡＬＳＯＫライフサポート宇治ケア 

説明者氏名 介護支援専門員                    印 

 

複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能であることや、 

居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の 

説明を求めることが可能であることについて、説明を受け理解しました。 
 

利用者 
住 所 

 

氏  名                                      印 

代筆人 氏 名               続柄（     ） 

代理人 
住  所 

 

 

氏  名                                       印 

 

重要事項の説明を事業者から確かに受け、その内容、料金（利用料）、その

他の費用、およびサービス担当者会議等において個人情報を用いることについ

て、それぞれ同意し、交付を受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏  名                                      印 

代筆人 氏 名               続柄（     ） 

代理人 
住  所 

 

 

氏  名                                       印 

家  族 
住  所 

 

 

氏  名                                       印 
 


